
窓口を設ける機関・部局・事務所等

情報公開窓口担当課等

総務省 秋田行政評価事務所総務室 秋田行政評価事務所長 ○
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田合同庁舎

018-824-1426

法務省 秋田地方法務局総務課庶務係 秋田地方法務局長
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田合同庁舎

018-862-6531

法務省 秋田保護観察所企画調整課 秋田保護観察所長
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-2
秋田地方法務合同庁舎

018-862-3903

検察庁 秋田地方検察庁　企画調査課 秋田地方検察庁検事正
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-2
秋田地方法務合同庁舎

018-862-5581

財務省 東北財務局秋田財務事務所総務課 東北財務局長 ○
〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-4

018-862-4191

財務省 函館税関秋田船川税関支署統括審査官 函館税関長 ○
〒011-0945
秋田県秋田市土崎港西1-7-35

018-845-0735

国税庁 秋田南税務署総務課 秋田南税務署長 ○
〒010-8622
秋田県秋田市中通5丁目5番2号

018-832-4121

国税庁 秋田北税務署総務課 秋田北税務署長 ○
〒011-8577
秋田県秋田市土崎港中央6丁目9番13号

018-845-1161

国税庁 大館税務署総務課 大館税務署長 ○
〒017-8686
秋田県大館市赤館町2番16号

0186-42-0671

所在地 電話番号

平成24年6月1日現在

備考

秋田県内に所在する開示請求窓口一覧（情報公開／国の行政機関）
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所在地 電話番号 備考機関名
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機関

現金受付
ができる窓

口

国税庁 能代税務署総務課 能代税務署長 ○
〒016-8601
秋田県能代市末広町4番20号
能代合同庁舎

0185-52-6111

国税庁 本荘税務署総務課 本荘税務署長 ○
〒015-8622
秋田県由利本荘市給人町17番
本荘合同庁舎

0184-22-2335

国税庁 大曲税務署総務課 大曲税務署長 ○
〒014-8611
秋田県大仙市大曲上栄町9番4号

0187-62-2191

国税庁 横手税務署総務課 横手税務署長 ○
〒013-8504
秋田県横手市旭川1丁目5番8号

0182-32-6090

国税庁 湯沢税務署総務課 湯沢税務署長 ○
〒012-8502
秋田県湯沢市大工町2番32号

0183-73-5100

厚生労働
省

秋田労働局　総務部企画室 秋田労働局長 ○
〒010-0951
秋田県秋田市山王7丁目1番3号
秋田合同庁舎

018-883-4254
オンラインによる請求
可（受付のみ）

農林水産
省

東北森林管理局総務部総務課（情報公
開窓口）

東北森林管理局長 ○ ○
〒010-8550
秋田県秋田市中通5-9-16

018-836-2011

(注）１

2

3

　行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成12年政令第41号。以下「施行令」という。）第13条第３項第１号に掲げる機関について、納付書で納付することとされてい
る場合は、「納付書により納付する機関欄」に○を記入する。
　現金により納付ができる窓口については、「現金受付ができる窓口」欄に○を記入する。

　オンラインによる請求を受け付けている場合は、備考欄に「オンラインによる請求可」と記載する。
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